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メニュー ページ 担当課 事業名 対象 内容 ページ 担当課 事業名 対象 内容

①子育てへの
準備を応援し
ます！

15 健康課
母子健康手帳交
付・妊婦相談

n   これから親
になる世代

母子健康手帳の活用の仕方や妊娠期間中を健
やかに過ごすために必要な保健指導を行うこ
と、及び妊婦やその配偶者の育児不安の軽減
を図り、気軽に相談できる場とします。 ⇒ 15 健康課

母子健康手帳
交付・妊婦相
談

n  妊娠中の方

母子健康手帳の活用の仕方や妊娠期間中を健
やかに過ごすために必要な保健指導を行うこ
と、及び妊婦やその配偶者の育児不安の軽減
を図り、気軽に相談できる場とします。

15 健康課
ミニママ教室、
マタニティ教室

n  これから親
になる世代

妊娠、出産が異常なく経過できるよう、また
育児不安の軽減、父親の育児参加促進を目的
とし、妊婦とその配偶者に対して講話、実
習、グループワークなどを通して、妊娠中か
ら出産後の支援を行います。

⇒ 15 健康課
ミ ニ マ マ 教
室 、 マ タ ニ
ティ教室

n  妊娠中の方

妊娠、出産が異常なく経過できるよう、また
育児不安の軽減、父親の育児参加促進を目的
とし、妊婦とその配偶者に対して講話、実
習、グループワークなどを通して、妊娠中か
ら出産後における相談・支援を行います。

15 健康課 妊婦健康診査
n  これから親
になる世代

妊娠中の定期健康診査のほぼすべてとなる14
回分の健康診査費用を助成し、妊婦の健康管
理を行うとともに、経済的負担の軽減を図
り、安心して妊娠・出産ができるよう支援し
ています。（医療機関委託）

⇒ 15 健康課 妊婦健康診査 n  妊娠中の方

妊娠中の定期健康診査のほぼすべてとなる14
回分の健康診査費用を助成し、妊婦の健康管
理を行うとともに、経済的負担の軽減を図
り、安心して妊娠・出産ができるよう支援し
ています。（医療機関委託）

15 健康課
妊産婦歯科健康
診査

n  これから親
になる世代

妊婦のう蝕予防と早期発見・早期治療及び歯
の健康保持増進を目的とし、妊産婦に対して
歯科健康診査、健康教育をします。 ⇒ 15 健康課

妊産婦歯科健
康診査

n  妊娠中の方
妊産婦のう蝕予防と早期発見・早期治療及び
歯の健康保持増進を目的とし、妊産婦に対し
て歯科健康診査、健康教育をします。

16 こども家庭課 利用者支援事業
n  0～2歳
■ 3～5歳

子どもや保護者、妊娠中の方が、子育て支援
事業等を円滑に利用できるようにするため、
市役所を含めた身近な場所で情報提供や相
談・助言を行います。 ⇒ 16 こども家庭課

利用者支援事
業

n  妊娠中の方
■ 子どもを持
つすべての世
帯

子どもや保護者、妊娠中の方が、教育・保育
施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用
できるようにするため、市役所を含めた身近
な場所で情報提供や相談・助言を行います。

16
せとっ子ファミ
リー交流館（こど
も家庭課）

育児相談
n  0～2歳
■ 3～5歳

育児中の保護者の電話相談及び面接相談を行
い保護者が育児について気軽に相談できる機
会を提供します。 ⇒ 16

交通児童遊園
せとっ子ファミ
リー交流館
プレイルーム

育児相談 ■0～5歳
育児中の保護者の電話相談及び面接相談を行
い保護者が育児について気軽に相談できる機
会を提供します。

16 こども家庭課
身近な子育て支
援の場として保
育園を活用

n  0～2歳
■ 3～5歳

保育園が各地域の子育て支援の窓口となり、
子育て相談を始めとする各地域の子育て支援
の拠点となるよう、活用方法を検討します。 ⇒ 16 こども家庭課

身近な子育て
支援の場とし
て保育園を活
用

■0～5歳
保育園が各地域の子育て支援の窓口となり、
子育て相談を始めとする各地域の子育て支援
の拠点となるよう、活用方法を検討します。

16 こども家庭課 少年センター
n  小学生
■中学生
■高校生

少年の非行防止のため、市、学校、ＰＴＡ、
地域等関係機関で連携し、中学校区ごとに支
部を設け、約460名の補導委員が、長期休暇
を中心に地域をパトロールします。 ⇒ 16 こども家庭課 少年センター

■小学生～高
校生

少年の非行防止のため、市、学校、ＰＴＡ、
地域等関係機関で連携し、中学校区ごとに支
部を設け、約460名の補導委員が、長期休暇
を中心に地域をパトロールします。

16
子育て支援セン
ター（こども家庭
課）

地域子育て支援
拠点施設の整備

n  子どもをも
つすべての世
帯

子育て支援センターを拠点に、地域での子育
て支援の協働の充実を図り、身近に子育ての
支援が受けられる施設があることにより、安
心して子育てができる環境を整備します。 ⇒ 17

交通児童遊園
せとっ子ファミ
リー交流館
プレイルーム

地域子育て支
援拠点施設の
整備

n  子どもをも
つすべての世
帯

子育て支援センターを拠点に、地域での子育
て支援の協働の充実を図り、身近に子育ての
支援が受けられる施設があることにより、安
心して子育てができる環境を整備します。

17
家庭児童相談室
（こども家庭課）

母子・父子家庭
相談

n  子どもをも
つすべての世
帯

母子・父子自立支援員を配置し、経済的・精
神的に不安定なひとり親家庭への経済上・生
活上の相談を行います。 ⇒ 17 家庭児童相談室

母子・父子家
庭相談

n  ひとり親家
庭

母子・父子自立支援員を配置し、経済的・精
神的に不安定なひとり親家庭への経済上・生
活上の相談を行います。

17 こども家庭課

子育て支援事業
に関する情報提
供（インター
ネットを活用し
た情報提供）

n  子どもをも
つすべての世
帯

子育て支援事業に関する積極的なＰＲを行う
とともに、より伝わりやすい情報提供の方法
を検討します（メールマガジン等の新設　な
ど）。 ⇒ 17 こども家庭課

子育て支援事
業に関する情
報提供（イン
ターネットを
活用した情報
提供）

n  子どもをも
つすべての世
帯

子育て支援事業に関する積極的なＰＲを行う
とともに、市のホームページで瀬戸市の子育
て情報をわかりやすく紹介します。

②母親と胎児
の健康を応援
します！

③子どもの悩
み・子育て不
安の解消を応
援します！
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17 図書館 ブックスタート n  0～2歳

６か月児を対象にし、絵本の読み聞かせの体
験とともに、絵本を手渡すことで、赤ちゃん
と保護者がゆっくり向き合い、楽しくあたた
かい時間をもつきっかけ作りをします。 ⇒ 17 図書館

ブックスター
ト

n  ６か月児

６か月児を対象にし、絵本の読み聞かせの体
験とともに、絵本を手渡すことで、赤ちゃん
と保護者がゆっくり向き合い、楽しくあたた
かい時間をもつきっかけ作りをします。

17
保育園（こども家
庭課）

異年齢交流事業
n  0～2歳
■ 3～5歳

公設民営園を含む全公立保育園で実施しま
す。入園前の乳幼児とその保護者を対象に、
保育園児との交流を通じて、遊びの楽しさや
育児について学びあえる場とします。 ⇒ 18 保育園

異年齢交流事
業

n  0～5歳

公設民営園を含む全公立保育園で実施しま
す。入園前の乳幼児とその保護者を対象に、
保育園児との交流を通じて、遊びの楽しさや
育児について学びあえる場とします。

17 高齢者福祉課
福祉施設におけ
る高齢者と保育
園児の交流

n  0～2歳
■ 3～5歳

「老人憩いの家」に年２回保育園児を招待
し、デイサービスを利用する高齢者と子ども
たちとの交流の機会を設けます。 ⇒ 18 高齢者福祉課

福祉施設にお
ける高齢者と
保育園児の交
流

n  0～5歳
「老人憩いの家」に年２回保育園児を招待
し、デイサービスを利用する高齢者と子ども
たちとの交流の機会を設けます。

17
家庭児童相談室
（こども家庭課）

ショートステイ
n  0～2歳
■ 3～5歳

保護者の病気等の理由により、家庭で子ども
を養育することが一時的に困難となった場合
に限り、宿泊を伴った一時預かりを行いま
す。 ⇒ 18 家庭児童相談室

ショートステ
イ

n  0～5歳

保護者の病気等の理由により、家庭で子ども
を養育することが一時的に困難となった場合
に限り、宿泊を伴った一時預かりを行いま
す。

18 こども家庭課 保育
n  0～2歳
■ 3～5歳

保護者の就労・病気等により家庭で保育でき
ない児童を保護者に代わって保育し、心身の
健全な発達を図ります。 ⇒ 18 こども家庭課 保育 n  0～5歳

保護者の就労・病気等により家庭で保育でき
ない児童を保護者に代わって保育し、心身の
健全な発達を図ります。

18 こども家庭課 低年齢児保育
n  0～2歳
■ 3～5歳

就労等の理由により、低年齢（０歳～２歳）
から児童を保育所に入所させたいと希望する
保護者のニーズに対応します。 ⇒ 18 こども家庭課 低年齢児保育 n  0～5歳

就労等の理由により、低年齢（０歳～２歳）
から児童を保育所に入所させたいと希望する
保護者のニーズに対応します。

18 こども家庭課 休日保育
n  0～2歳
■ 3～5歳

日曜・祝日の保護者の就労により家庭で保育
することができない児童を保護者にかわって
保育します。 ⇒ 18 こども家庭課 休日保育 n  0～5歳

日曜・祝日の保護者の就労により家庭で保育
することができない児童を保護者にかわって
保育します。

18 こども家庭課 時間外保育
n  0～2歳
■ 3～5歳

民間も含めた保育園で、早朝、夜間の保育
ニーズに対応します。（延長保育：無料） ⇒ 18 こども家庭課 時間外保育 n  0～5歳

民間も含めた保育園で、早朝、夜間の保育
ニーズに対応します。（延長保育：無料）

18 こども家庭課 一時保育
n  0～2歳
■ 3～5歳

保護者の疾病や出産、リフレッシュや急な用
事などの際に、一時的に指定保育園で乳児を
保育します。 ⇒ 18 こども家庭課 一時保育 n  0～5歳

保護者の疾病や出産、リフレッシュや急な用
事などの際に、一時的に指定保育園で乳児を
保育します。

18 こども家庭課 非定型保育
n  0～2歳
■ 3～5歳

一時的な就労等の理由で、週３日を限度とし
て断続的に家庭での保育が困難となる児童を
保育します。 ⇒ 18 こども家庭課 非定型保育 n  0～5歳

一時的な就労等の理由で、週３日を限度とし
て断続的に家庭での保育が困難となる児童を
保育します。

18 こども家庭課 緊急一時保育
n  0～2歳
■ 3～5歳

保護者の疾病や負傷、事故、出産、看護、介
護等のやむをえない理由により、緊急かつ一
時的（土・日曜日、祝日を含めて14日以内）
に家庭での保育が困難となる児童を保育しま
す（対象は、利用時に満１歳以上の児童の
み）。

⇒ 18 こども家庭課 緊急一時保育 n  0～5歳

保護者の疾病や負傷、事故、出産、看護、介
護等のやむをえない理由により、緊急かつ一
時的（土・日曜日、祝日を含めて14日以内）
に家庭での保育が困難となる児童を保育しま
す（対象は、利用時に生後６か月以上の児童
のみ）。

18
ファミリーサポー
トセンター（こど
も家庭課）

病児・病後児保
育

n  0～2歳
■ 3～5歳
■  小学生

ファミリーサポートセンター事業の一環とし
て、病児・病後児を専用施設「おひさま」で
一時的に預かります。 ⇒ 19

ファミリーサポー
トセンター

病児・病後児
一時預かり

n  ０歳～小学
３年生

ファミリーサポートセンター事業の一環とし
て、病児・病後児を専用施設「おひさま」で
一時的に預かります。

④子どもの保
育・教育を応
援します！
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18
こども家庭課
学校教育課

保育園・学校の
給食を陶磁器の
器で提供

n  0～2歳
■ 3～5歳
■  小学生
■  中学生

保育園・学校での給食を瀬戸市の伝統である
陶磁器の器で提供します。 ⇒ 19

こども家庭課
学校教育課

保育園・学校
の給食を陶磁
器の器で提供

n   ０歳～中学
生

保育園・学校での給食を瀬戸市の伝統である
陶磁器の器で提供します。

18
交通児童遊園（こ
ども家庭課）

交通安全教育
■ 3～5歳
■  小学生

交通コースで乗り物（自転車、三輪車）を提
供したり、コースを利用し安全な歩行ルール
などの教室を開催します。 ⇒ 19 交通児童遊園 交通安全教育

n   ３歳～小学
生

交通コースで乗り物（自転車、三輪車）を提
供したり、コースを利用し安全な歩行ルール
などの教室を開催します。

19 健康課 離乳食教室 n  ０～２歳
調理実習を通して離乳食による育児不安の緩
和や離乳期の食事についての基礎知識を習得
し、育児相談の場とします。 ⇒ 19 健康課 離乳食教室 n  0歳

調理実習を通して離乳食による育児不安の緩
和や離乳期の食事についての基礎知識を習得
し、育児相談の場とします。

19 健康課
乳幼児健診での
栄養指導（食育
の推進）

n  ０～２歳
乳幼児健診での栄養指導（食育の推進）をし
ます。 ⇒ 19 健康課

乳幼児健診で
の 栄 養 指 導
（ 食 育 の 推
進）

n  ０～3歳
乳幼児健診での栄養指導（食育の推進）をし
ます。

19 健康課 乳幼児健康診査 n  ０～２歳

疾病の発見及び発育・発達の確認、乳幼児の
健康保持増進を目的とし、３か月児、１歳６
か月児、３歳児を対象に健康診査を実施しま
す。 ⇒ 20 健康課

乳幼児健康診
査

n  ０～3歳

疾病の発見及び発育・発達の確認、乳幼児の
健康保持増進を目的とし、３か月児、１歳６
か月児、３歳児を対象に健康診査を実施しま
す。

19 健康課 乳児健康診査 n  ０～２歳

乳児の健康の保持増進及び異常の早期発見・
早期治療を図るため、１か月児・１０か月の
頃の児を対象に健康診査を医療機関に委託し
て実施します。 ⇒ 20 健康課 乳児健康診査 n  ０歳

乳児の健康の保持増進及び異常の早期発見・
早期治療を図るため、１か月児・１０か月の
頃の児を対象に健康診査を医療機関に委託し
て実施します。

20 健康課 歯科健康教室
n  0～2歳
■ 3～5歳

う蝕の予防と早期発見・早期治療につなげる
とともに保護者に知識の普及を図るため、２
歳児及び４～５歳児に対して歯科健診・ブ
ラッシング指導・フッ素塗布を実施します。 ⇒ 20 健康課 歯科健康教室 n  2～5歳

う蝕の予防と早期発見・早期治療につなげる
とともに保護者に知識の普及を図るため、２
歳児及び４～５歳児に対して歯科健診・ブ
ラッシング指導・フッ素塗布を実施します。

20 健康課
乳幼児の健康相
談

n  0～2歳
■ 3～5歳

６か月児健康相談では、おすわりや下肢の
つっぱり等の神経学的発達の確認と離乳食の
進め方及び予防接種の受け方、事故防止等の
保健指導を実施します。乳幼児健康相談で
は、育児に対する保健指導、乳幼児健診後の
経過観察、健康情報の提供を行います。ま
た、保護者の育児相談の場とします。

⇒ 20 健康課
乳幼児の健康
相談

n  ０～５歳

６か月児健康相談では、おすわりや下肢の
つっぱり等の神経学的発達の確認と離乳食の
進め方及び予防接種の受け方、事故防止等の
保健指導を実施します。乳幼児健康相談で
は、育児に対する保健指導、乳幼児健診後の
経過観察、健康情報の提供を行います。ま
た、保護者の育児相談の場とします。

20 健康課 予防接種
n  0～2歳
■ 3～5歳

予防接種の実施によって、伝染の恐れのある
疾病の発生及び蔓延を予防し、公衆衛生の向
上及び、増進に寄与するとともに、予防接種
による健康被害の迅速な救済を図ります。 ⇒ 20 健康課 予防接種

n   0歳～高校
生

赤ちゃんの免疫は生後徐々に失われていくこ
とから、予防接種により免疫をつけ、病気の
予防及びまん延を防ぎます。

20 健康課
児童生活習慣病
対策

n  小学生

小学校5年生児童を対象に、血液検査を行い学
童期からの生活習慣病対策につなげます。
検査結果から、親子を対象にした健康教室を
通じて、子どもの健やかな育ちを支援しま
す。

⇒ 20 健康課
児童生活習慣
病対策

n  小学生

小学校5年生児童を対象に、血液検査を行い学
童期からの生活習慣病対策につなげます。
検査結果等から、親子を対象にした健康教室
を通じて、子どもの健やかな育ちを支援しま
す。

20 学校教育課 栄養指導・食育
n  小学生
■中学生

栄養教諭・学校栄養職員を中核として食育の
研究実践を進めています。また、各校で食育
の実践を行います。 ⇒ 20 学校教育課

栄養指導・食
育

■小学生～中
学生

「瀬戸市食育推進計画」を柱として、栄養教
諭・学校栄養職員が中心となり、学校で食育
の研究実践を進めます。

20 学校教育課
家庭向けの食育
の啓発

n  小学生
■中学生

栄養教諭・学校栄養職員が中心となって、各
校で食育を推進します。食育を推進するため
に、家庭に食育だよりを配布し、食育の授業
を公開します。 ⇒ 20 学校教育課

家庭向けの食
育の啓発

■小学生～中
学生

食育を推進するため、栄養教諭・学校栄養職
員が中心となり、家庭に「食育だより」を配
布するとともに、食育の授業を公開します。

20
健康課
こども家庭課
学校教育課

基本的な生活習
慣の徹底

n  子どもをも
つすべての世
帯

家庭と連携しながら、健康・安全に生活する
とともに、人と円滑に交流できる生活習慣の
定着・伸長を図ります。学校・保育園・母子
保健事業などを通して基本的な生活習慣の徹
底を図ります。

⇒ 21
健康課
こども家庭課
学校教育課

基本的な生活
習慣の徹底

n  子どもをも
つすべての世
帯

家庭と連携しながら、子どもが健康で安全に
生活するため、学校・保育園・母子保健事業
などを通して、基本的な生活習慣が定着する
よう努めます。

④子どもの保
育・教育を応
援します！

⑤子どもと保
護者の健康づ
くりを応援し

ます！



メニュー ページ 担当課 事業名 対象 内容 ページ 担当課 事業名 対象 内容

21 健康課 赤ちゃんサロン n  ０～２歳

７か月までの乳児と母親が集まることができ
る場所の提供、母親同士のネットワークづく
りの援助、育児・健康情報の提供を行いま
す。 ⇒ 21 健康課

赤ちゃんサロ
ン

n  ０歳

７か月までの乳児と母親が集まることができ
る場所の提供、母親同士のネットワークづく
りの援助、育児・健康情報の提供を行いま
す。

21 プレイルーム
プレイルーム
（各種イベン
ト）

n  ０～２歳
■ ３～５歳

親子で参加し様々な体験をする場、異年齢交
流を図る場として開催します。 ⇒ 21 プレイルーム

プレイルーム
（各種イベン
ト）

■０歳～小学
生

親子で参加し様々な体験をする場、異年齢交
流を図る場として開催します。

21 プレイルーム
プレイルーム
（育児サロン、
育児講座）

n  ０～２歳
■ ３～５歳

子育て親子の集える場として、子育て支援に
関する講座等を通じて児童健全育成を図りま
す。 ⇒ 21 プレイルーム

プレイルーム
（ 育 児 サ ロ
ン 、 育 児 講
座、小学生講
座）

■０歳～小学
生

子育て親子の集える場として、子育て支援に
関する講座等を通じて児童健全育成を図りま
す。

21
保育園（こども家
庭課）

保育園の施設開
放

n  ０～２歳
■ ３～５歳

保育園入園前の乳幼児とその保護者を対象
に、園庭開放、空き部屋開放として保育園を
開放し、遊びながら親子で保育園生活の体験
をしてもらいます。また、必要に応じて子育
て相談にも応じます。

⇒ 21 保育園
保育園の施設
開放

n  ０～５歳

保育園入園前の乳幼児とその保護者を対象
に、園庭開放、空き部屋開放として保育園を
開放し、遊びながら親子で保育園生活の体験
をしてもらいます。また、必要に応じて子育
て相談にも応じます。

21
せとっ子ファミ
リー交流館（こど
も家庭課）

つどいの広場
n  ０～２歳
■ ３～５歳

子育て親子が集う場として実施します。 ⇒ 21

交通児童遊園
せとっ子ファミ
リー交流館
プレイルーム

地域サロン支
援

n  ０～５歳
地域の力で開催されるサロンの立ち上げや運
営の援助（遊具の貸し出し・保育士の派遣）
を行います。

21
子育て支援セン
ター（子ども家庭
課）

育児サロン
n  ０～２歳
■ ３～５歳

就園前の子どもとその保護者を対象に
親子ふれあいの場、子育て仲間の出会
いの場、情報交換の場となる機会を提
供します。また、保育士、主任児童委
員、ボランティアが、子育て相談や発
達支援等を行います。

⇒ 21

交通児童遊園
せとっ子ファミ
リー交流館
プレイルーム

育児サロン n  ０～５歳

就園前の子どもとその保護者を対象に
親子ふれあいの場、子育て仲間の出会
いの場、情報交換の場となる機会を提
供します。また、保育士、主任児童委
員、ボランティアが、子育て相談や発
達支援等を行います。

21 健康課 幼児教室
n  ０～２歳
■ ３～５歳

保護者と子どもが教室で一緒に遊びを体験す
る中で子どもの求めに応じて関わることの大
切さを知り、子どもの動きに沿った適切な対
応ができるように関わり方を学びます。ま
た、保護者同士が悩みや情報を共有し、交流
できる場とします。さらに、子どもの健全な
発達を促し、必要に応じて他機関へつなげま
す。

⇒ 22 健康課 幼児教室 n  1～3歳

保護者と子どもが教室で一緒に遊びを体験す
る中で子どもの求めに応じて関わることの大
切さを知り、子どもの動きに沿った適切な対
応ができるように関わり方を学びます。ま
た、保護者同士が悩みや情報を共有し、交流
できる場とします。さらに、子どもの健全な
発達を促し、必要に応じて他機関へつなげま
す。

22

子育て支援セン
ター（こども家庭
課）
交流学び課

子育てサークル
の拡充・支援

n  子どもをも
つすべての世
帯

支援活動応援補助金等により子育てサークル
の自立を支援し、拡充を図ります。 ⇒ 22

交通児童遊園
せとっ子ファミ
リー交流館
プレイルーム

子育てサーク
ルの拡充・支
援

n  子どもをも
つすべての世
帯

支援活動応援補助金等により子育てサークル
の自立を支援し、拡充を図ります。

22 こども家庭課
ひとり親家庭へ
の子育て仲間づ
くり

n  子どもをも
つすべての世
帯

母子福祉会に加入しているひとり親家庭の親
が集まり、交流を図る機会を提供します。 ⇒ 22 こども家庭課

ひとり親家庭
への子育て仲
間づくり

■ひとり親家
庭

母子福祉会に加入しているひとり親家庭の親
が集まり、交流を図る機会を提供します。

22 こども家庭課
母子家庭等親と
子の自然観察会

n  子どもをも
つすべての世
帯

ひとり親家庭の親子が自然と触れ合い、同じ
境遇の仲間と交流する機会を提供します。 ⇒ 22 こども家庭課

母子家庭等親
と子の自然観
察会

■小学生以下
の子を養育す
るひとり親家
庭

ひとり親家庭の親子が自然と触れ合い、同じ
境遇の仲間と交流する機会を提供します。

22 健康課
低出生体重児の
家庭訪問

n  ０～２歳
2,500ｇ未満で出生した児を対象に、保健師
等が家庭訪問を行い、育児支援をします。 ⇒ 22 健康課

低出生体重児
の家庭訪問

n  ０歳
2,500ｇ未満で出生した児を対象に、保健師
等が家庭訪問を行い、育児支援をします。

22
のぞみ学園（こど
も家庭課）

療育相談「おお
ぞら」

n  ０～２歳
■ ３～５歳

発達上の問題や障害のある乳幼児の子育てに
悩む保護者へ相談・援助を行います。 ⇒ 22 のぞみ学園

療育相談「お
おぞら」

n  ０～５歳
発達上の問題や障害のある乳幼児の子育てに
悩む保護者へ相談・援助を行います。

22
のぞみ学園（こど
も家庭課）

在宅の療育支援
「子ねこ教室」

n  ０～２歳
■ ３～５歳

関係機関との連携を基に障害の早期発見、早
期療育を目標に在宅乳幼児の療育支援を行い
ます。また、児童発達支援センターとして、
身近な地域で発達上の問題や障害のある在宅
乳幼児の家族支援を行います。

⇒ 22 のぞみ学園
在宅の療育支
援「子ねこ教
室」

n  ０～５歳

関係機関との連携を基に障害の早期発見、早
期療育を目標に在宅乳幼児の療育支援を行い
ます。また、児童発達支援センターとして、
身近な地域で発達上の問題や障害のある在宅
乳幼児の家族支援を行います。

⑦サポートが
必要な子ども
と保護者を応
援します！

⑥子育て家庭
の居場所づく
りと仲間づく
りを応援しま

す！

⑥子育て家庭
の居場所づく
りと仲間づく
りを応援しま

す！
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23 社会福祉協議会 おもちゃ図書館
n  ０～２歳
■ ３～５歳

障害のある子ども達や地域の子ども達がおも
ちゃを通して楽しく遊ぶ経験をし、心豊かに
育ち合い、出会いとふれあいの機会となるよ
うボランティアの運営により開催します。 ⇒ 23 社会福祉協議会

おもちゃ図書
館

n  ０～５歳

障害のある子ども達や地域の子ども達がおも
ちゃを通して楽しく遊ぶ経験をし、心豊かに
育ち合い、出会いとふれあいの機会となるよ
うボランティアの運営により開催します。

23
家庭児童相談室
（こども家庭課）

子育て短期支援
利用

n  ０～２歳
■ ３～５歳

保護者が病気その他の理由により養育できな
くなったとき、乳児院・児童養護施設にて一
定期間預かり養育します。 ⇒ 23 家庭児童相談室

子育て短期支
援利用

n  ０～５歳
保護者が病気その他の理由により養育できな
くなったとき、乳児院・児童養護施設にて一
定期間預かり養育します。

23
発達支援室（こど
も家庭課）

巡回療育指導
n  ０～２歳
■ ３～５歳

申請のあった園に指導者が出向き、園の中に
おける対象児の指導の仕方について指導しま
す。支援関係者全体でのディスカッションを
もとに支援策の検討、ケーススタディを実施
します。また障害児の療育に携わる療育機関
が相互に連携・協調し、障害児に対する効果
的な療育方法を継続支援します。

⇒ 23 発達支援室 巡回療育指導 n  ０～５歳

申請のあった園に指導者が出向き、園の中に
おける対象児の指導の仕方について指導しま
す。支援関係者全体でのディスカッションを
もとに支援策の検討、ケーススタディを実施
します。また障害児の療育に携わる療育機関
が相互に連携・協調し、障害児に対する効果
的な療育方法を継続支援します。

23 こども家庭課 障害児保育
n  ０～２歳
■ ３～５歳

６園を障害児受け入れ指定園として、入所判
定会議の結果に基づいて入園を認めます。ま
た、同じく入所判定会議の結果に基づいて、
障害の程度などにより、障害児受け入れ指定
園以外の通常の保育園でも入所が可能と判断
された児童の入所も認めます。

⇒ 23 こども家庭課 障害児保育 n  ０～５歳

８園を障害児受け入れ指定園として、入所判
定会議の結果に基づいて入園を認めます。ま
た、同じく入所判定会議の結果に基づいて、
障害の程度などにより、障害児受け入れ指定
園以外の通常の保育園でも入所が可能と判断
された児童の入所も認めます。

23
家庭児童相談室
（こども家庭課）

養育相談
障害児相談

n  ０～２歳
■  ３～６歳
■  小学生
■  中学生
■  高校生

発達上の問題や障害のある子をもつ家庭の相
談を受けます。
必要に応じて関係機関と連携し、対応・支援
を協議します。 ⇒ 23 家庭児童相談室

養育相談
障害児相談

n   ０歳～高校
生

発達上の問題や障害のある子をもつ家庭の相
談を受けます。
必要に応じて関係機関と連携し、対応・支援
を協議します。

23
こども家庭課
学校教育課

保育と教育の連
携

n  ０～２歳
■  ３～６歳
■  小学生
■  中学生
■  高校生

幼児期から学齢期へスムーズな移行ができる
よう、一人の子どもを一貫した視点で支援で
きるよう全地域で交流・引継ぎを図ります。 ⇒ 23

こども家庭課
学校教育課

保育と教育の
連携

n   ０歳～高校
生

幼児期から学齢期へスムーズな移行ができる
よう、一人ひとりの子どもに対して関係機関
が連携し、一貫した視点で支援ができるよう
全地域で交流・引継ぎを行います。

24 学校教育課
いじめ・不登
校・暴力行為等
への対応

n  小学生
■中学生

いじめ・不登校や暴力行為については、各校
で対策委員会を設置して、防止に努めます。
また、スクールカウンセラーや心の相談員、
適応指導教室等関係諸機関と連携し、情報の
共有化、すばやい対応に努めます。

⇒ 24 学校教育課
いじめ・不登
校・暴力行為
等への対応

n   小学生～中
学生

いじめ・不登校や暴力行為については、各校
で対策委員会を設置して、防止に努めます。
また、スクールカウンセラーや心の相談員、
適応指導教室等関係諸機関と連携し、情報の
共有や迅速な対応に努めます。

24 学校教育課
気軽に相談がで
きる環境づくり

n  小学生
■中学生

各学校にスクールカウンセラーを配置し、い
じめや友人関係等の悩みを気軽に相談できる
環境を設定します。 ⇒ 24 学校教育課

気軽に相談が
できる環境づ
くり

n   小学生～中
学生

各学校にスクールカウンセラーを配置し、い
じめや友人関係等の悩みを気軽に相談できる
環境をつくります。

24 学校教育課
外国人児童・生
徒の教育

n  小学生
■中学生

外国人児童生徒が日本の学校で教育を受ける
ために、母国語による支援と日本語習得の支
援を行います。また、保護者との円滑な意思
疎通を図ります。 ⇒ 24 学校教育課

外国人児童生
徒の教育

n   小学生～中
学生

外国人児童生徒が日本の学校で学び、将来社
会で自立するため、日本語を習得するための
支援を行います。また、保護者との円滑な意
思疎通を図ります。

24 学校教育課 特別支援学校
n  小学生
■中学生
■高校生

瀬戸市立瀬戸養護学校（小・中・高学部）で
の肢体不自由児童生徒の教育を実施します。 ⇒ 24 学校教育課 特別支援学校

n   小学生～高
校生

瀬戸市立瀬戸特別支援学校（小・中・高等
部）において肢体不自由児童生徒の教育を推
進するとともに、関係機関と連携し、交流や
支援の充実を図ります。

24 学校教育課 特別支援教育
n  小学生
■中学生
■高校生

従来の特殊教育の対象者だけでなく、ＬＤ、
ＡＤＨＤ、高機能自閉症などを含めて、障害
のある子ども一人ひとりの教育のニーズに応
じた適切な教育を行います。 ⇒ 24 学校教育課 特別支援教育

n   小学生～高
校生

すべての子どもへの支援が充実したものにな
るよう、関係機関との連携を推進し、支援体
制を強化し、ニーズに応じた適切な指導や支
援を行います。

24

社会福祉課
こども家庭課
学校教育課
のぞみ学園（こど
も家庭課）
障がい者相談支援
センター
発達支援室（こど
も家庭課）
家庭児童相談室
（こども家庭課）

サポートが必要
な子の支援

n  子どもをも
つすべての世
帯

サポートが必要な子のための幼児期・学齢期
の預かりの場の拡充や関係機関との連携、福
祉サービスの充実を図ります。
また、療育・親子教室や発達相談、就労相談
を実施し、保護者を支援します。
さらに、貧困家庭や貧困児童、外国籍児童、
不登校児童等への多様な支援を実施します。

⇒ 24

社会福祉課
こども家庭課
学校教育課
のぞみ学園
障がい者相談支援
センター
発達支援室
家庭児童相談室

サポートが必
要な子の支援

n  子どもをも
つすべての世
帯

サポートが必要な子どものための幼児期・学
齢期の預かりの場の拡充や関係機関との連
携、福祉サービスの充実を図ります。
また、療育・親子教室や発達相談、就労相談
を実施し、保護者を支援します。
さらに、貧困家庭や貧困児童、外国籍児童、
不登校児童等への多様な支援を実施します。

⑦サポートが
必要な子ども
と保護者を応
援します！
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25 こども家庭課 体験学習 n  小学生
青少年向けに、余暇時間を利用して、星空観
察会などの自然とのふれあいの場を提供しま
す。 ⇒ 25 こども家庭課 体験学習 n  小学生

自然体験学習を通して親子での触れ合いを大
切にすることを目的とし、瀬戸市在住の小学
生とその保護者を対象に星座の学習をする
「星っこクラブ」を開催します。

25 学校教育課 未来創造事業
n  小学生
■中学生

児童生徒の発想を生かした創造的な取り組み
を通して、児童生徒１人ひとりに未来を切り
拓く力を育む支援をします。 ⇒ 25 学校教育課 未来創造事業

n   小学生～中
学生

児童生徒が創造的な取り組みを通して、一人
ひとりが未来を切り拓く力を育むため、各学
校において特色ある活動を推進します。

25 学校教育課 性教育
n  小学生
■中学生

性教育推進委員会が、性教育指導用資料「明
日へのあゆみ」の作成・改訂を行います。こ
の資料を使用し、各校で性教育を実践しま
す。 ⇒ 25 学校教育課 性教育

n   小学生～中
学生

性教育推進委員会が、性教育指導用資料「明
日へのあゆみ」の作成・改訂を行います。こ
の資料を使用し、各校で性教育を実践しま
す。

25 学校教育課
やきもの文化を
教材とした学習

n  小学生
■中学生

瀬戸の産業や文化を理解する機会として、
「やきもの」を教材とした学習を行います。 ⇒ 25 学校教育課

やきもの文化
を教材とした
学習

n   小学生～中
学生

瀬戸の産業や文化を理解し、郷土愛を育むた
め、作陶するなど「やきもの文化」に触れ、
学習する機会を充実します。

26 学校教育課 環境教育の推進
n  小学生
■中学生

自然体験、地域の自然環境の理解、環境への
負荷の低減などを学ぶ環境教育を充実しま
す。 ⇒ 25 学校教育課

環境教育の推
進

n   小学生～中
学生

自然体験活動を行うなど、地域の自然環境へ
の理解、環境への負荷の低減などを学ぶ環境
教育を充実します。

26 学校教育課
国際理解教育の
推進

n  小学生
■中学生

ＡＬＴの有効活用・近隣大学や地域人材の協
力により、小中学校の英語授業や国際理解学
習の充実を図ります。 ⇒ 25 学校教育課

国際理解教育
の推進

n   小学生～中
学生

ＡＬＴの有効活用・近隣大学や地域人材の協
力により、小中学校の英語授業や国際理解教
育の充実を図ります。

26 学校教育課
学校サポーター
の配置

n  小学生
■中学生

市内小中学校に学校サポーターを配置し、児
童生徒の学習活動の個別支援を行います。 ⇒ 25 学校教育課

学 校 サ ポ ー
ターの配置

n   小学生～中
学生

市内小中学校に学校サポーターを配置し、児
童生徒の学習活動の個別支援などを行いま
す。

26 学校教育課 基礎学力の定着 n  中学生

学力テスト（ＮＲＴ、ＣＲＴ）を各中学校で
実施するように費用を補助し、各校での学力
把握の機会を設けます。また、瀬戸の学び創
造委員会を発足させ、瀬戸市内小中学校の児
童生徒の学力の向上に向けて、対策を協議
し、市内小中学校に提言します。

⇒ 26 学校教育課
基礎学力の定
着

n  中学生

学力テスト（ＮＲＴ、ＣＲＴ）を各中学校で
実施し、各校での学力把握の機会を設けま
す。また、瀬戸の学び創造委員会で瀬戸市内
小中学校の児童生徒の学力の向上に向けた対
策を協議し、提言します。

26 文化課 文化体験講座
■  小学生

■  中学生

■  高校生

瀬戸市文化協会会員を講師とし、小学生から
高校生までの初心者を対象とした伝統文化講
座を開催します。 ⇒ 26 文化課 文化体験講座

■   小学生～ 
高校生

瀬戸市文化協会会員を講師とし、小学生から
高校生までの初心者を対象とした伝統文化講
座を開催します。

26 こども家庭課 子ども会
■  小学生

■  中学生

■  高校生

瀬戸市子ども会連絡協議会（通称：瀬子連）
を中心に、子ども会の本来の目的である「子
ども自身で企画し、開催する」事業が実施で
きるよう地域の子ども会を支援するととも
に、ジュニアリーダーを育成します。また、
様々な団体と連携して行事を開催するなど、
多世代交流の機会を創出します。

⇒ 26 こども家庭課 子ども会
■   小学生～ 
高校生

瀬戸市子ども会連絡協議会（通称：瀬子連）
を中心に、子ども会の本来の目的である「子
ども自身で企画し、開催する」事業が実施で
きるよう地域の子ども会を支援するととも
に、ジュニアリーダーを育成します。また、
様々な団体と連携して行事を開催するなど、
多世代交流の機会を創出します。

⑧質の高い学
びと成長を応
援します！
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26

生活安全課
交通児童遊園（こ
ども家庭課）

園児及び小学生
に対する交通安
全指導

n  ３～５歳
■  小学生

園児及び小学生に対し、交通安全教室を開催
し、交通ルール、マナーを教えるとともに、
小学生の登下校時間帯に通学路上において、
交通指導及び子どもたちの安全確保を行いま
す。

⇒ 26

生活安全課
交通児童遊園（こ
ども家庭課）

園児及び小学
生に対する交
通安全指導

n３歳～ 小学
生

園児及び小学生に対し、交通安全教室を開催
し、交通ルール、マナーを教えるとともに、
小学生の登下校時間帯に通学路上において、
交通指導及び子どもたちの安全確保を行いま
す。

27 消防課 消防クラブ
n  ３～５歳
■  小学生
■　中学生

幼年期から正しい火の取扱いについて学び、
火遊び等による火災の減少を図り、将来の地
域防災を担う人材を育成するとともに、園児
を介して家族等にも防火等に関する広報活動
を行います。また、学校教育の課外活動や地
域活動の中で防火思想の普及に協力します。

⇒ 26 消防課 消防クラブ
n３歳～ 中学
生

幼年期から正しい火の取扱いについて学び、
火遊び等による火災の減少を図るとともに、
園児を介して家族等にも防火に関する広報活
動を行います。また、救命・防災講習、職場
体験及び防災訓練等を通じて将来の地域防災
を担う人材の育成を目指しています。

27
産業課
学校教育課

キャリア教育の
推進

■  小学生
■　中学生

将来の地域産業の振興を見据え、子どもたち
の健全育成に関わる諸関係団体等が連携し、
子どもたちが健全な人生観、社会観、仕事観
を育み、将来のそれぞれの進路を主体的に考
える力を育むため、体系的なキャリア教育を
実施します。
職業に関する理解を深め、前向きな職業観・
勤労観を育むため、職場体験や市民講師によ
る職業講話、生産・販売体験活動などを行い
ます。

⇒ 27
産業課
学校教育課

キャリア教育
の推進

■  小学生～中
学生

将来の地域産業の振興を見据え、子どもたち
の健全育成に関わる諸関係団体等が連携し、
子どもたちが健全な人生観、社会観、仕事観
を育み、将来のそれぞれの進路を主体的に考
える力を育むため、体系的なキャリア教育を
実施します。
職業に関する理解を深め、前向きな職業観・
勤労観を育むため、職場体験や市民講師によ
る職業講話、生産・販売体験活動などを行い
ます。

27
せとっ子ファミ
リー交流館（こど
も家庭課）

中高生と園児と
の交流事業

■中学生
■高校生

中高生が乳幼児を知る機会となるように交流
体験を行います。 ⇒ 27 各保育園

中高生と園児
との交流事業

■中学生～高
校生

中高生が乳幼児を知る機会となるように保育
園での交流を行います。

27
子育て支援セン
ター（子ども家庭
課）

中高生の乳児と
の触れ合い体験

■中学生
■高校生

中高生が乳児や親と触れ合うことにより、子
育ての楽しさを知ってもらうとともに、自己
肯定感を育む機会を提供します。 ⇒ 27

交通児童遊園
せとっ子ファミ
リー交流館
プレイルーム

中高生の乳児
との触れ合い
体験

■中学生～高
校生

中高生が乳児や親と触れ合うことにより、子
育ての楽しさを知ってもらうとともに、自己
肯定感を育む機会を提供します。

⑩保護者の就
労・再就職を
応援します！

28 こども家庭課
母子家庭自立支
援給付金の支給

n  子どもをも
つすべての世
帯

ひとり親家庭の親が就職する際に有利であっ
て、生活の安定につながる資格の取得を促進
するため、給付金を支給することにより、生
活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にし
ます。特定の国家資格を目指す方が対象の
「高等職業訓練推進給付金」と、比較的容易
に取得できる資格を目指す方が対象の「教育
訓練給付金」を支給します。

⇒ 28 こども家庭課
母子家庭自立
支援給付金の
支給

■１９歳以下
の子を養育す
るひとり親家
庭

ひとり親家庭の親が就職する際に有利であっ
て、生活の安定につながる資格の取得を促進
するため、給付金を支給することにより、生
活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にし
ます。特定の国家資格を目指す方が対象の
「高等職業訓練推進給付金」と、比較的容易
に取得できる資格を目指す方が対象の「教育
訓練給付金」を支給します。

⑪ 保 護 者 の
ワークライフ
バランスを応
援します！

28 交流学び課
男女共同参画啓
発

n  子どもをも
つすべての世
帯

情報誌の発行、フォーラムの開催、子育ても
含めた家庭、職場、地域における男女共同参
画の啓発をします。 ⇒ 28 交流学び課

男女共同参画
啓発

n  子どもをも
つすべての世
帯

家庭・職場・地域における男女共同参画を推
進するため、ワーク・ライフ・バランスや女
性の活躍推進について考えるフォーラムや啓
発事業を実施します。

29
交通児童遊園（こ
ども家庭課）

児童館ボラン
ティア養成

n  小学生
■ 中学生

■  高校生

定例教室、夏休みなどの教室、移動児童館、
イベントなどに協力いただける児童館ボラン
ティアの養成及び育成を行います。 ⇒ 29

交通児童遊園
せとっ子ファミ
リー交流館

児童館ボラン
ティア養成

n 小学生～高
校生

定例教室、夏休みなどの教室、移動児童館、
イベントなどに協力いただける児童館ボラン
ティアの養成及び育成を行います。

29
せとっ子ファミ
リー交流館（こど
も家庭課）

子育てボラン
ティア養成

n  子どもをも
つすべての世
帯

地域子育てサロンボランティアやサークルを
支援するボランティアの養成及び育成を行い
ます。 ⇒ 29

交通児童遊園
せとっ子ファミ
リー交流館
プレイルーム

子育てボラン
ティア養成

n  子どもをも
つすべての世
帯

地域子育てサロンボランティアやサークルを
支援するボランティアの養成及び育成を行い
ます。

⑨次代を担う
子どもの育成
を応援しま

す！

⑫世代を超え
た子どもとの
交流を応援し
ます！
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30 こども家庭課
送迎用自転車貸
出

n  ０～２歳
■  ３～５歳

保育園等に幼児２人を乗せて送迎する世帯に
自転車を貸し出します。 ⇒ 30 こども家庭課

送迎用自転車
貸出

n  ０～５歳
保育園等に幼児２人を乗せて送迎する世帯に
自転車を貸し出します。

30 国保年金課
子ども医療費の
助成

n  ０～２歳
■  ３～５歳

■  小学生

■  中学生

子どもの医療費（保険診療の自己負担分）を
助成します。中学3年生までの健康保険加入者
は、保険医療自己負担分が無料になります。 ⇒ 30 国保年金課

子ども医療費
の助成

n   ０歳～中学
生

子どもの医療費（保険診療の自己負担分）を
助成します。中学3年生までの健康保険加入者
は、保険医療自己負担分が無料になります。

30 こども家庭課 児童手当支給

n  ０～２歳
■  ３～５歳

■  小学生

■  中学生

父母その他の保護者が子育てについての第一
義的責任を有するという基本的認識の下に、
児童を養育している者に児童手当を支給しま
す。 ⇒ 30 こども家庭課 児童手当支給

■中学生以下
の子を養育する
家庭

父母その他の保護者が子育てについての第一
義的責任を有するという基本的認識の下に、
児童を養育している者に児童手当を支給しま
す。

30 こども家庭課
愛知県遺児手当
の支給

n  ０～２歳
■  ３～５歳

■  小学生

■  中学生

■  高校生

18歳までの児童を養育しているひとり親家庭
等に支給します。（所得制限あり）
＜手当額＞　児童１人につき
１年目～３年目　月額4,350円
４年目～５年目　月額2,175円 ⇒ 30 こども家庭課

愛知県遺児手
当の支給

■高校生以下
の子を養育する
ひとり親家庭

18歳に到達する年度の末日までの児童を養育
しているひとり親家庭等に支給します。（所
得制限あり）
＜手当額＞　児童１人につき
１年目～３年目　月額4,350円
４年目～５年目　月額2,175円

30 こども家庭課
児童扶養手当の
支給

n  ０～２歳
■  ３～５歳

■  小学生

■  中学生

■  高校生

18歳までの児童を養育しているひとり親家庭
等に支給します。（所得制限あり）
＜手当額＞　児童１人の場合
月額42,000円（全額支給）、月額41,990
円～9,910円の範囲（一部支給）
児童２人の場合　5,000円加算
児童３人以上の場合 １人増すごとに
3,000円加算

⇒ 30 こども家庭課
児童扶養手当
の支給

■高校生以下
の子を養育する
ひとり親家庭

18歳までの児童を養育しているひとり親家庭
等に支給します。（所得制限あり）
＜手当額＞　児童１人の場合
月額42,000円（全額支給）、月額41,990
円～9,910円の範囲（一部支給）
児童２人の場合　5,000円加算
児童３人以上の場合 １人増すごとに
3,000円加算

30 社会福祉課
特別児童扶養手
当の支給

n  ０～２歳
■  ３～５歳

■  小学生

■  中学生

■  高校生

身体、知的又は精神に中度・重度の障害（又
は病状）のある20歳までの児童を養育してい
る家庭に手当を支給します。 ⇒ 30 社会福祉課

特別児童扶養
手当の支給

n   ０歳～高校
生

身体、知的又は精神に中度・重度の障害（又
は病状）のある20歳までの児童を養育してい
る家庭に手当を支給します。

30 社会福祉課
育成医療給付事
業

n  ０～２歳
■  ３～５歳

■  小学生

■  中学生

■  高校生

身体の障害により放置すれば障害を残すと認
められ、手術を伴う外科的治療等により確実
な治療効果を期待できる18歳未満の児童に医
療給付します。 ⇒ 30 社会福祉課

育成医療給付
事業

n   ０歳～高校
生

身体の障害により放置すれば障害を残すと認
められ、手術を伴う外科的治療等により確実
な治療効果を期待できる18歳未満の児童に医
療給付します。

31 瀬戸保健所
小児慢性特定疾
患治療研究事業

n  ０～２歳
■  ３～５歳

■  小学生

■  中学生

■  高校生

児童福祉法第21条の５の規定に基づき、慢性
疾患にかかっていることにより長期にわたり
療養を必要とする児童等の健全な育成を図る
ため、当該疾患の治療方法に関する研究等に
資する医療の給付等を行います。

⇒ 31 瀬戸保健所
小児慢性特定
疾患治療研究
事業

n   ０歳～高校
生

児童福祉法第21条の５の規定に基づき、慢性
疾患にかかっていることにより長期にわたり
療養を必要とする児童等の健全な育成を図る
ため、当該疾患の治療方法に関する研究等に
資する医療の給付等を行います。

31 健康課
小児慢性特定疾
患児日常生活用
具の給付

n  ０～２歳
■  ３～５歳

■  小学生

■  中学生

■  高校生

小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日
常生活用具を給付することにより、日常生活
の便宜を図ります。 ⇒ 31 健康課

小児慢性特定
疾患児日常生
活用具の給付

n  子どもをも
つすべての世
帯

小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日
常生活用具を給付することにより、日常生活
の便宜を図ります。

31 こども家庭課
瀬戸市遺児修学
手当の支給

n  小学生
■ 中学生

義務教育就学中の児童を養育しているひとり
親家庭等に支給します。（所得制限なし）
＜手当額＞
児童１人につき　月額2,000円 ⇒ 31 こども家庭課

瀬戸市遺児修
学手当の支給

■瀬戸市に１
年以上住む  小
学生、 中学生
を養育するひ
とり親家庭

義務教育就学中の児童を養育しているひとり
親家庭等に支給します。（所得制限なし）
＜手当額＞
児童１人につき　月額2,000円

31 社会福祉課
要保護・準要保
護児童生徒就学
援助費の支給

■  小学生

■  中学生

小中学生の子をもつ家庭の中で生活保護を受
けている（要保護）、母子家庭、経済的に困
窮している等の家庭に対し学用品費や給食費
など学校で必要な費用の一部を市から援助し
ます。

⇒ 31 社会福祉課

要保護・準要
保護児童生徒
就学援助費の
支給

■  小学生～中
学生

小中学生の子をもつ家庭の中で生活保護を受
けている（要保護）、母子家庭、経済的に困
窮している等の家庭に対し学用品費や給食費
など学校で必要な費用の一部を市から援助し
ます。

⑬子育てにか
かる経済的負
担を応援しま

す！


